
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】

【請求項３】

10

20

JP 3613195 B2 2005.1.26

Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき相を少なくとも鋼板の片面に有し、かつ、めっき面に調質圧延によ
って平坦にされた平坦部を有するとともに、前記平坦部表面に、凸部と、前記凸部により
囲まれる不連続な凹部で構成される網目状構造を有し、前記網目状構造は、粗さ曲線のス
キューネス（Ｓｋ）が０．３以下であり、かつ、前記網目状構造の少なくとも凸部表面に
、Ｚｎ、または、ＺｎとＦｅ及び／又はＡｌを含む酸化物及び／又は水酸化物からなる平
均厚さ１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の層を有することを特徴とする合金化溶融亜鉛めっき
鋼板。

Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき相を少なくとも鋼板の片面に有し、かつ、めっき面に調質圧延によ
って平坦にされた平坦部を有するとともに、前記平坦部表面に、凸部と、前記凸部により
囲まれる不連続な凹部で構成される網目状構造を有し、前記網目状構造は、凹部の平面構
造を円と仮定した場合、その平均直径が５ｎｍ以上５００ｎｍ以下であり、かつ、前記網
目状構造の少なくとも凸部表面に、Ｚｎ、または、ＺｎとＦｅ及び／又はＡｌを含む酸化
物及び／又は水酸化物からなる平均厚さ１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の層を有することを
特徴とする合金化溶融亜鉛めっき鋼板。

Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき相を少なくとも鋼板の片面に有し、かつ、めっき面に調質圧延によ
って平坦にされた平坦部を有するとともに、前記平坦部表面に、凸部と、前記凸部により



【請求項４】

【請求項５】

【請求項６】
めっき面平坦部の が、平坦部全体に対する面積率として３０％以上存在す
ることを特徴とする のいずれかに記載の合金化溶融亜鉛めっき鋼板。
【請求項７】
めっき表面における平坦部の面積率が２０％以上、８０％以下であることを特徴とする

のいずれかに記載の合金化溶融亜鉛めっき鋼板。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、プレス成形における摺動性に優れた合金化溶融亜鉛めっき鋼板に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
合金化溶融亜鉛めっき鋼板は、亜鉛めっき鋼板と比較して塗装性及び溶接性に優れること
から、自動車や家電製品等に広く利用されている。
【０００３】
このような合金化溶融亜鉛めっき鋼板は、プレス成形を施されて目的の用途に供される。
しかし、合金化溶融亜鉛めっき鋼板は、冷延鋼板に比べてプレス成形性が劣るという欠点
を有する。これは合金化溶融亜鉛めっき鋼板とプレス金型との摺動抵抗が、冷延鋼板の場
合に比較して大きいことが原因である。即ち、ビードと亜鉛系めっき鋼板との摺動抵抗が
著しく大きい部分で、合金化溶融亜鉛めっき鋼板がプレス金型に流入しにくくなり、鋼板
の破断が起こりやすい。
【０００４】
そこで亜鉛系めっき鋼板のプレス成形性を向上させる方法としては、一般に高粘度の潤滑
油を塗布する方法が広く用いられている。しかしこの方法では、潤滑油の高粘性のために
、塗装工程で脱脂不良による塗装欠陥が発生したり、またプレス時の油切れにより、プレ
ス性能が不安定になる等の問題がある。前記問題を解決するには、潤滑油の塗布量を極力
低減できることが必要であり、そのためには、合金化溶融亜鉛めっき鋼板自体のプレス成
形性を改善することが必要となる。
【０００５】
合金化溶融亜鉛めっき鋼板は、鋼板に亜鉛めっきを施した後、加熱処理を行い、鋼板中の
Ｆｅとめっき層中のＺｎが拡散する合金化反応が生じることにより、Ｆｅ－Ｚｎ合金相を
形成させたものである。このＦｅ－Ｚｎ合金相は、通常、Γ相、δ１ 相、ζ相からなる皮
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囲まれる不連続な凹部で構成される網目状構造を有し、前記網目状構造における不連続な
凹部の数は、１μｍ 2当たり５個以上であり、かつ、前記網目状構造の少なくとも凸部表
面に、Ｚｎ、または、ＺｎとＦｅ及び／又はＡｌを含む酸化物及び／又は水酸化物からな
る平均厚さ１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の層を有することを特徴とする合金化溶融亜鉛め
っき鋼板。

Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき相を少なくとも鋼板の片面に有し、かつ、めっき面に調質圧延によ
って平坦にされた平坦部を有するとともに、前記平坦部表面に、凸部と、前記凸部により
囲まれる不連続な凹部で構成される網目状構造を有し、前記網目状構造は、粗さ曲線の凹
凸の平均間隔（Ｓｍ）は９０３ｎｍ以下であり、かつ、前記網目状構造の少なくとも凸部
表面に、Ｚｎ、または、ＺｎとＦｅ及び／又はＡｌを含む酸化物及び／又は水酸化物から
なる平均厚さ１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の層を有することを特徴とする合金化溶融亜鉛
めっき鋼板。

前記網目状構造は、針状、繊維状あるいは板状の物質が集まってその隙間に凹部が形成さ
れたものであることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の合金化溶融亜鉛めっき
鋼板。

前記網目状構造
請求項１～５

請
求項１～６



膜であり、Ｆｅ濃度が低くなるに従い、すなわち、Γ相→δ１ 相→ζ相の順で、硬度なら
びに融点が低下する傾向がある。このため、摺動性の観点からは、高硬度で、融点が高く
凝着の起こりにくい高Ｆｅ濃度の皮膜が有効であり、プレス成形性を重視する合金化溶融
亜鉛めっき鋼板は、皮膜中の平均Ｆｅ濃度を高めに製造されている。
【０００６】
しかしながら、高Ｆｅ濃度の皮膜では、めっき－鋼板界面に硬くて脆いΓ相が形成されや
すく加工時に、界面から剥離する現象、いわゆるパウダリングが生じ易い問題を有してい
る。このため、特開平１－３１９６６１号公報に示されているように、摺動性と耐パウダ
リング性を両立するために、上層に第二層として硬質のＦｅ系合金を電気めっきなどの手
法により付与する方法がとられている。
【０００７】
めっき皮膜を二層とすることは製造コストが余計にかかるという問題も有している。この
問題を解決する方法として、特開昭５３－６０３３２号公報および特開平２－１９０４８
３号公報は、亜鉛系めっき鋼板の表面に電解処理、浸漬処理、塗布酸化処理、または加熱
処理を施すことにより、ＺｎＯを主体とする酸化膜を形成させて溶接性、または加工性を
向上させる技術を開示している。
【０００８】
特開平４－８８１９６号公報は、亜鉛系めっき鋼板の表面に、リン酸ナトリウム５～６０
ｇ／ｌを含みｐＨ２～６の水溶液中にめっき鋼板を浸漬するか、電解処理、また、上記水
溶液を散布することによりＰ酸化物を主体とした酸化膜を形成して、プレス成形性及び化
成処理性を向上させる技術を開示している。
【０００９】
特開平３－１９１０９３号公報は、亜鉛系めっき鋼板の表面に電解処理、浸漬処理、塗布
処理、塗布酸化処理、または加熱処理により、Ｎｉ酸化物を生成させることによりプレス
成形性および化成処理性を向上させる技術を開示している。
【００１０】
特開平７－１８４０２号公報は、合金化溶融亜鉛めっき鋼板の表面に凹部を形成させるこ
とで、潤滑油を鋼板表面に保持しやすくし、プレス成形性を向上させる技術を開示してい
る。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した先行技術を合金化溶融亜鉛めっき鋼板に適用した場合、プレス成
形性の改善効果を安定して得ることはできない。発明者らは、この原因について詳細な検
討を行った。その結果、合金化溶融めっき鋼板はＡｌ酸化物が不均一に存在することによ
り表面の反応性が不均一であること、及びめっき表面の粗さが大きいことが原因であるこ
とを見出した。即ち、上述した先行技術を合金化溶融めっき鋼板に適用した場合、表面の
反応性が不均一であるため、電解処理、浸漬処理、塗布酸化処理及び加熱処理等を行って
も所定の皮膜を表面に均一に形成することは困難であり、反応性の低い（Ａｌ酸化物量が
多い）部分では膜厚が薄くなってしまう。また、めっき表面は合金化反応の不均一性およ
びＦｅ－Ｚｎ合金相の形状により数ミクロン以上のマクロな凹凸が大きい。プレス成型時
にプレス金型と直接接触するのは表面の凸部となるが、凸部のうち膜厚の薄い部分と金型
との接触部での摺動抵抗が大きくなり、プレス成形性の改善効果が十分には得られない。
【００１２】
また、凹部を形成させる技術についても、これだけでは十分なプレス成形性が得られない
ことがわかった。これは、凹部には潤滑油が溜まり易いが、逆に摺動性に与える影響が大
きい凸部には潤滑油が溜まりにくいという問題があるためと考えられる。
【００１３】
この発明は上記の問題点を解決するためになされたもので、プレス成形における摺動性に
優れた合金化溶融めっき鋼板を提供することを目的とする。
【００１４】
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【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上述した目的を達成すべく、鋭意研究を重ねた結果、合金化溶融亜鉛めっ
き鋼板のめっき表面に平坦部を設け、その平坦部に微細な凹凸を形成することで、高度に
安定して優れたプレス成形性が得られることを知見した。本発明における粗さは先行文献
に示されているめっき表面の粗さとはそのスケールにおいてまったく異質のものである。
すなわち、先行文献（例えば特許第２７０４０７０号公報）ではめっき表面全体を対象と
したマクロ粗さであり（例えば、数１０ｍｍ×数１０ｍｍの範囲内の粗さ、Ｒａ≧１μｍ
）、本発明ではめっき表面上に形成された平坦部（典型的には数μｍ×数μｍ）内の微細
凹凸（Ｒａ≦１０ｎｍ）を問題としている。
【００１５】
次に本発明を具体的に述べる。合金化溶融亜鉛めっき鋼板は、合金化処理時の鋼板－めっ
き界面の反応性の差およびＦｅ－Ｚｎ合金の角張った形状により、めっき表面にマクロな
粗さが存在している。このような合金化溶融亜鉛めっき鋼板に平坦部を設ける。平坦部を
設けることによって、めっき表面の凹凸を緩和し表面を平滑にすると同時にめっき表面の
凸部を平坦にする。平坦部の形成方法は特に限定されないが、調質圧延と兼ねてもよい。
このようにして形成された合金化溶融亜鉛めっき鋼板表面の平坦部は、プレス成形時に金
型が直接接触する部分であるため、この平坦部の摺動抵抗を小さくすることが、プレス成
形性を安定して改善することにつながるのである。
【００１６】
図１は、このような合金化溶融亜鉛めっき鋼板表面の二次電子像である。図中で暗く見え
るところが平坦部である。発明者らは平坦部の表面に微細な凹凸を形成させることにより
鋼板の摺動抵抗が減少することを知見した。さらに、微細な凹凸の粗さパラメータと摩擦
係数との関係を一つの指標として種々の微細凹凸について系統的な研究を行った結果、大
きさや形状を制御して平坦部に微細凹凸を付与することが摺動抵抗の減少につながること
を知見した。さらに、微細な凹凸のすべてあるいは一部をめっき皮膜のＦｅ－Ｚｎ合金よ
りも高融点の物質、例えばＺｎ主体の酸化物、で構成させることによりさらに優れた摺動
抵抗低減効果が得られることがわかった。
【００１７】
本発明は、以上の知見に基づいてなされたものである。
【００１８】

【００１９】

【００２０】
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第１発明は、Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき相を少なくとも鋼板の片面に有し、かつ、めっき面に
調質圧延によって平坦にされた平坦部を有するとともに、前記平坦部表面に、凸部と、前
記凸部により囲まれる不連続な凹部で構成される網目状構造を有し、前記網目状構造は、
粗さ曲線のスキューネス（Ｓ k）が０．３以下であり、かつ、前記網目状構造の少なくと
も凸部表面に、Ｚｎ、または、ＺｎとＦｅ及び／又はＡｌを含む酸化物及び／又は水酸化
物からなる平均厚さ１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の層を有することを特徴とする合金化溶
融亜鉛めっき鋼板を提供する。

第２発明は、Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき相を少なくとも鋼板の片面に有し、かつ、めっき面に
調質圧延によって平坦にされた平坦部を有するとともに、前記平坦部表面に、凸部と、前
記凸部により囲まれる不連続な凹部で構成される網目状構造を有し、前記網目状構造は、
凹部の平面構造を円と仮定した場合、その平均直径が５ｎｍ以上５００ｎｍ以下であり、
かつ、前記網目状構造の少なくとも凸部表面に、Ｚｎ、または、ＺｎとＦｅ及び／又はＡ
ｌを含む酸化物及び／又は水酸化物からなる平均厚さ１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の層を
有することを特徴とする合金化溶融亜鉛めっき鋼板を提供する。

第３発明は、Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき相を少なくとも鋼板の片面に有し、かつ、めっき面に
調質圧延によって平坦にされた平坦部を有するとともに、前記平坦部表面に、凸部と、前
記凸部により囲まれる不連続な凹部で構成される網目状構造を有し、前記網目状構造にお
ける不連続な凹部の数は、１μｍ 2当たり５個以上であり、かつ、前記網目状構造の少な



【００２１】

【００２２】

【００２３】

【００２４】

【００２９】
【発明の実施の形態】
合金化溶融亜鉛めっき鋼板のプレス成形性を向上させるためには、プレス成形時に金型が
直接接触するめっき表面の摺動抵抗を低減することが必要である。めっき表面に平坦部を
設けることにより、プレス成形時に金型が接触する表面の大部分をこの平坦部に限定する
ことができる。その上で、この平坦部表面に微細な凹凸を形成させることが、摺動抵抗の
低減に非常に有効である。
【００３０】
これは、１）微細凸部によりめっき表面の平坦部と金型との接点が分散され実接触面積が
減少することによる効果（以下、接触面積分散効果）と、２）微細凹部が平坦部に潤滑油
を保持する効果（以下、微小油溜効果）、によって平坦部と金型との摺動抵抗が低減する
ためと考えられる。従って、めっき鋼板全体が金型との間で滑り易くなり、プレス成型時
の摺動性を格段に向上できるものと考えられる。
【００３１】
微細凹凸のサイズについては、粗さ曲線の凹凸の平均間隔（Ｓｍ ）が７００ｎｍ以下であ
ると摺動抵抗の低減効果が顕著となり、Ｓｍは６００ｎｍ以下であることがより望ましい
。Ｓｍ は基準長さ内の粗さ曲線の凹凸の間隔の平均値であり、次式で表される。
【００３２】
【数１】
　
　
　
　
【００３３】
ここで、Ｓｍ ｉ は粗さ曲線の凹凸の間隔であり、ｎは基準長さ内の粗さ曲線の凹凸の間隔
の数である。表面粗さの定義に関しては、日本工業規格の「表面粗さ－用語」Ｂ－０６６
０に記載されており、（１）式は同Ｂ０６６０－１９９８より引用したものである。Ｓｍ

が大きくなると摺動抵抗の低減効果が顕著でなくなるのは、微細凹凸が少なく接触面積分
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くとも凸部表面に、Ｚｎ、または、ＺｎとＦｅ及び／又はＡｌを含む酸化物及び／又は水
酸化物からなる平均厚さ１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の層を有することを特徴とする合金
化溶融亜鉛めっき鋼板を提供する。

第４発明は、Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき相を少なくとも鋼板の片面に有し、かつ、めっき面に
調質圧延によって平坦にされた平坦部を有するとともに、前記平坦部表面に、凸部と、前
記凸部により囲まれる不連続な凹部で構成される網目状構造を有し、前記網目状構造は、
粗さ曲線の凹凸の平均間隔（Ｓ m）は９０３ｎｍ以下であり、かつ、前記網目状構造の少
なくとも凸部表面に、Ｚｎ、または、ＺｎとＦｅ及び／又はＡｌを含む酸化物及び／又は
水酸化物からなる平均厚さ１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の層を有することを特徴とする合
金化溶融亜鉛めっき鋼板を提供する。

第５発明は、第１～第４発明において、前記網目状構造は、針状、繊維状あるいは板状の
物質が集まってその隙間に凹部が形成されたものであることを特徴とする合金化溶融亜鉛
めっき鋼板を提供する。

第６発明は、第１～第５発明において、めっき面平坦部の前記網目状構造が、平坦部全体
に対する面積率として３０％以上存在することを特徴とする合金化溶融亜鉛めっき鋼板を
提供する。

第７発明は、第１～第６発明において、めっき表面における平坦部の面積率が２０％以上
、８０％以下であることを特徴とする合金化溶融亜鉛めっき鋼板を提供する。



散効果および微小油溜効果が低下するためと考えている。Ｓｍ の下限は明確でないが、発
明者らは１００ｎｍまでは十分なすべり性向上効果があることを確認した。
【００３４】
めっき表面の微細凹凸の形状を、粗さ曲線のスキューネス（Ｓｋ ）を０．３以下とするこ
とも摺動抵抗の低減効果がある。Ｓｋ は０．２以下であることが望ましく、０以下である
ことがさらに望ましい。一方、Ｓｋ の下限は明確ではないが、Ｓｋ が－１．０まではすべ
り性の改善効果があることを確めてある。Ｓｋ は凹凸の形状に関するパラメータで、粗さ
曲線における標高の密度関数のひずみとして次式で与えられる。
【００３５】
【数２】
　
　
　
　
【００３６】
ここで、Ｒｑ は粗さ曲線の二乗平均平方根粗さであり、ｙｉ は粗さ曲線上の変位である。
また、ｎは粗さ曲線上のデータ点番号である。なお、（２）式は日本工業規格の「表面粗
さ－用語」Ｂ－０６６０－１９９８から引用した。
【００３７】
図２は、スキューネス（Ｓｋ ）と表面形状との関係を模式的に示す図で、（ａ）はＳｋ ＜
０、（ｂ）はＳｋ ＞０の状態を示している。（ａ）では凸部が潰れ、凹部が尖っており、
（ｂ）では凸部が尖り、凹部が潰れている。Ｓｋ が０近傍、望ましくは０以下であること
は、図２（ａ）に示したように、凸部が潰れ、凹部が尖っているような形状であることを
示している。このような微細凹凸形状で表面の摺動抵抗が低減するのは、凸部がある程度
丸みを持つことで、凸部が金型と接触する際に容易に壊れることを防止でき、凹部の形状
が油保持に有利なためと考えられる。
【００３８】
本発明におけるめっき平坦部表面の上記以外の粗さパラメータは、典型的な範囲で、粗さ
曲線の算術平均粗さ（Ｒａ）が２０ｎｍ以下、粗さ曲線の局部山頂の平均間隔（Ｓ）が２
００ｎｍ以下である。また、本発明で示した粗さのパラメータは、めっき表面を垂直な平
面で切断したときに切り口に現れる輪郭、すなわち表面の断面曲線について規定したもの
である。
【００３９】
なお、特許第２７０４０７０号公報と特開２０００－２２６６４６号公報には、合金化溶
融亜鉛めっき表面の形状の非対象的な高さ分布が有効であるとの知見が開示されているが
、これらはめっき表面の数１０ｍｍ内のマクロな粗さに関するものであって、例えば特許
第２７０４０７０号公報では三次元平均粗さ（Ｓｒａ）＞０．７μｍであることが開示さ
れている。先に述べたようにめっき表面の平坦部（金型と直接接する）のなかでの微細な
凹凸を問題とする本発明とは根本的に異なっている。
【００４０】
面内の二次元分布まで含めた微細凹凸の三次元構造については特に限定しない。発明者ら
は、少なくとも、等方的な形状を有する微細突起物がある表面、非等方的な形状を有する
微細突起物が存在する表面、等方的なくぽみが存在する表面などを作製し、摺動抵抗が低
減する効果を確認した。めっき表面の平坦部に、上記形状の微細凹凸が単独（１種類）で
形成されていても良いし、また、複数の形状の微細凹凸が混在しても摺動抵抗が低減する
効果は発揮される。
【００４１】
めっき皮膜の平坦部表面の微細凹凸の形態は特に限定されないが、微細凹凸は網目状構造
や粒状突起物を主体とする場合、前記微細凹凸の表面凹凸形態を規定することによって、
摺動抵抗を低減することができる。この場合、微細凹凸に占める前記微細凹凸の割合は、
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面積比で５０％以上であることが好ましく、その割合は前記範囲でより高い方がより好ま
しい。
【００４２】
網目状構造の微細凹凸とは、凸部が不連続な凹部（網の目）を囲むように配置された構造
で、微細で不連続な凹部が分散している。不連続な凹部とは、凹部が周囲の平均高さと５
ｎｍ以上の高低差で隔てられた窪みのことである。周囲の凸部は同じ高さである必要はな
く、ある程度の高さの変動があっても構わない。重要なことは、微細で不連続な凹部が分
散していることである。この微細凹部が摺動方向に依存しない微小油溜として働き、凸部
の接触面積分散効果と相まって、安定して平坦部の摺動抵抗を低下させる。そのため、め
っき皮膜の平坦部表面の微細凹凸を網目状構造とすることで、安定して高い摺動抵抗低減
効果を得ることができる。
【００４３】
めっき表面平坦部の網目状構造の微細凹凸の電子顕微鏡写真の例を図３（ａ）～（ｃ）に
示す。網目状構造は、例えば、微細な針状、繊維状あるいは板状の物質が集まってその隙
間に窪み（凹部）が形成されたものが含まれる。図３（ａ）は上から見て針状の物質（明
るく見える部分）により網目状構造が形成された一例である。図３（ａ）で暗く見える部
分が窪みである。また、表面に微細な孔が分散した構造も含まれる。図３（ｂ）はその一
例である。図３（ｂ）で暗く見える部分が微細孔である。この例に示される網目状構造、
特に図３（ｂ）の構造は、微細凹凸の粗さ曲線のスキューネス（Ｓｋ ）を小さくしやすい
という利点もあるので、摺動抵抗の低減効果が特に高い。
【００４４】
ただし、すべての凹部が不連続である必要はなく、部分的に隣接する凹部同士が結合して
いたり、部分的に開放されていても構わない。後者の極端な場合、針状、繊維状あるいは
板状の物質が、表面に分散されたように見える。図３（ｃ）はその一例である。図３（ｃ
）でやや明るく見える部分が繊維状の物質である。このような微細凹凸でも、前記網目構
造よりはやや劣るが、十分な摺動抵抗の低減効果を得ることができる。
【００４５】
前記で、不連続な凹部と記載したが、凹部は摺動時に油分子を一時的に保持できればよく
、凹部同士に多少のつながりがあってもその影響は少なく、原子、分子レベルで部分的に
凹部間がつながっていることは構わない。
【００４６】
摺動抵抗低減効果のある網目状構造の典型的な形態は、凹部の平面構造を円と仮定した場
合、その平均直径として５ｎｍ～５００ｎ あり、凸部の平均高さは５００ｎｍ以下で
ある。また、不連続な凹部の数は、１μｍ 2当たり５個以上であることが望ましく、１０
個以上であることがより望ましい。
【００４７】
微細凹凸が微細な粒状突起物の場合、粒状突起物の大きさを規定することによって、摺動
抵抗を低減することができる。
【００４８】
図４は、合金化溶融亜鉛めっき鋼板のめっき表面の平坦部の電子顕微鏡写真の例である。
図４において、明るい灰白色の部分が平坦部表層に形成されている粒状突起物であり、例
えば矢印先端には２０ｎｍ程度の大きさの微細な粒状突起物が形成されている。
【００４９】
微細な粒状突起物は、直径が５ｎｍ以上、５００ｎｍ以下、且つ高さが５ｎｍ以上、５０
０ｎｍ以下の範囲内のものが摺動抵抗の低減効果がより優れる。なお、直径は表面から見
たときの直径である。前記範囲内の微細な粒状突起物は、前記接触面積分散効果および微
小油溜効果に加えて、粒状突起物の一部がめっき表層から剥がれ、それ自体が転がること
によってめっき鋼板が滑り易くなるベアリングのような働きもあるためと考えられる。粒
状突起物の高さは、５ｎｍ以上、２００ｎｍ以下であることがより望ましく、さらに望ま
しくは５ｎｍ以上、５０ｎｍ以下である。また、粒状突起物の直径は、５ｎｍ以上、２０
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０ｎｍ以下であることがより望ましく、さらに望ましくは５ｎｍ以上、１００ｎｍ以下で
ある。
【００５０】
めっき表面の平坦部における微細凹凸として網目状構造および粒状突起物について顕微鏡
写真の例を示しながら述べた。図５は、調質圧延を施したままのめっき表面における平坦
部の電子顕微鏡写真の例である。写真の倍率は図３および図４とほぼ同じである。図５の
平坦部は、ロールにより形成されているため、ロールに依存したある程度の粗さは有して
いる。しかし図５には、図３や図４に存在した網目状構造および粒状突起物は見られない
。このことから、図３や図４で例示した本発明に係る微細凹凸はめっき表面の平坦部に制
御して付与されたものであることが明らかである。
【００５１】
ここまで述べてきためっき表面の平坦部における微細凹凸は、微細凹凸が存在する平坦部
が、平坦部全体に対する面積率として３０％以上（１００％を含む）であることが望まし
い。その理由は、微細凹凸存在部が３０％未満では摺動抵抗の低減効果が十分に得られな
いためである。このとき、面積率が高ければ高いほどその効果が大きく、５０％以上とす
るのがより望ましい。
【００５２】
これまで述べた微細凹凸は、その組成を特に限定するものではないが、微細凹凸の少なく
とも凸部表面を、めっき皮膜表層のＦｅ－Ｚｎ合金よりも高融点の物質で構成することに
より、より摺動抵抗を低減することができる。この理由は金型と接する微細凹凸が高融点
であるため、金型と擦れ合う際に融着を防ぐ効果が加わるためと考えられる。微細凹凸の
凹凸部あるいは凸部そのものを高融点の物質で形成させても良いし、めっき表面に微細凹
凸を形成させその表面に高融点の物質を存在させても良い。微細凹凸のサイズが同程度で
あれば高融点の物質の部分が多い方が摺動抵抗の低減効果が大きい。めっき皮膜表層のＦ
ｅ－Ｚｎ合金より高融点の物質としては、Ｎｉなどの金属、多くの酸化物、あるいは水酸
化物などで、他のめっき鋼板特性を著しく低下させるものでなければ特に規定されるもの
ではない。
【００５３】
そのなかでも微細凹凸の凹凸部あるいは凸部、あるいは少なくとも凸部表面を、Ｚｎまた
はＺｎとＦｅ及び／又はＡｌを含む酸化物及び／又は水酸化物とすることに、工業上の利
点がある。その理由は、他の金属や金属化合物を形成させるためには、新たな工程を追加
する必要があるが、上記酸化物であれば、めっき皮膜中に含まれる金属成分を利用できる
ため、比較的簡便な処理により微細凸部を平坦部表面に形成できるからである。さらに、
新たな工程を追加する必要が少ないため、合金化溶融亜鉛めっき鋼板本来の特性を劣化さ
せる心配が少なく、新たな元素を追加する必要がないため添加元素による影響の心配もな
い。ただし、この場合、十分なすべり性向上を得るためには酸化物及び／又は水酸化物層
の平均の厚さを１０ｎｍ以上であることが望ましい。これは、平均厚さが１０ｎｍ未満で
は摺動抵抗の低減効果が十分でないことによる。また、平均厚さが５００ｎｍを超えると
、この酸化物及び／又は水酸化物が割れ易くなり、めっき表面にキズが付き易くなること
、また、化成処理性が劣化するため望ましくない。
【００５４】
めっき表面に平坦部を形成させる場合、平坦部の面積率は、２０％以上８０％以下とする
のが望ましい。２０％未満では、実際に金型に接触する面積のうち、平坦部を除く部分（
マクロな凹部）と金型との接触面積が大きくなり、微細凹凸による摺動性改善効果を発揮
できる平坦部と金型との接触面積が小さくなるため、プレス成形性の改善効果が小さくな
る。平坦部を除く部分は、プレス成型時に潤滑油を保持する役割を持つ。平坦部を除く部
分の面積率が２０％未満になる（平坦部の面積率が８０％を超える）とプレス成形時に油
切れを起こしやすくなり、プレス成形性の改善効果が小さくなる。このなかでも、平坦部
の面積率は３０％以上、７０％以下の範囲がさらに望ましい。
【００５５】

10

20

30

40

50

(8) JP 3613195 B2 2005.1.26



本発明において、合金化溶融亜鉛めっき鋼板のめっき皮膜の合金相の構成については特に
限定しない。めっき皮膜中鉄濃度が高くめっき皮膜の表面層平坦部にζがほとんど存在し
ない（ほぼδ層）めっき鋼板に本発明を適用する場合は、硬いδ層の効果と相まって高い
摺動抵抗の低減効果を得ることができる。また、めっき皮膜中鉄濃度が低く表面層平坦部
にζが存在するめっき鋼板に本発明の第８発明～第１１発明を適用すると、低鉄濃度皮膜
の高い成型性と本発明の低摺動抵抗を兼ね備えた、高加工性の合金化溶融亜鉛めっき鋼板
を提供することができる。
【００５６】
めっきの平坦部に形成させる微細凹凸の粗さパラメータは電子線三次元粗さ解析装置によ
り求めることができる。また、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いても計測可能である。こ
れらは、電子線あるいは探針を表面に沿って走査し得られた二次（反射）電子信号あるい
は探針の変位から、表面と平行方向の高さ分布を求めることができ、その結果から粗さパ
ラメータを計算することができる。鋼板表面に垂直方向から見た微細凹凸の形状、大きさ
、分布は上記電子線三次元粗さ解析装置や電界放射型の走査型電子顕微鏡を用いて観察す
ることにより測定できる。
【００５７】
微細凹凸の形状や大きさは、高分解能の走査型電子顕微鏡、透過型電子顕微鏡、原子間力
顕微鏡などにより観察あるいは測定できる。粒径は、電子顕微鏡写真及び電子間力顕微鏡
像を画像処理して粒毎の面積を求め、各粒を円と仮定したときの直径で規定する。高さは
、めっき表面からの高さ（但し、微細凹凸の凹部が、めっき皮膜表層のＦｅ－Ｚｎ合金よ
りも高融点の物質、例えば、ＺｎまたはＺｎとＦｅ及び／又はＡｌを含む酸化物及び／又
は水酸化物からなる場合は、該凹部表面からの高さ）である。
【００５８】
酸化物あるいは水酸化物層の厚さは、Ａｒ＋ イオンスパッタリングと組み合わせたオージ
ェ電子分光法（ＡＥＳ）や透過型電子顕微鏡による断面観察などにより求めることができ
る。ＡＥＳによる方法においては、所定深さまでスパッタした後、測定対象の各元素のピ
ーク強度から相対感度因子補正により、その深さでの組成を求めることができる。酸化物
または水酸化物に起因するＯの含有率は、ある深さで最大値となった後（これが最表層の
場合もある）、減少し一定となる。酸化物層の厚さは、Ｏの含有率が、最大値より深い位
置で、最大値と一定値との和の１／２となるスパッタリング時間を、膜厚既知のＳｉＯ２

膜などのスパッタレートをもとに、換算して求めることができる。
【００５９】
めっき表面の平坦部は、光学顕微鏡あるいは走査型電子顕微鏡等で表面を観察することで
容易に識別可能である。めっき表面における平坦部の面積率は、上記顕微鏡写真を画像解
析することにより求めることができる。
【００６０】
本発明に係る合金化溶融亜鉛めっき鋼板を製造するには、亜鉛めっき浴でめっきし、合金
化処理を行い、更に調質圧延を行う。亜鉛めっき浴中にＡｌが添加されていることが必要
であるが、Ａｌ以外の添加元素成分は特に限定されない。すなわち、Ａｌの他にＦｅ、Ｐ
ｂ、Ｓｂ、Ｓｉ、Ｓｎ、Ｍｎ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｌｉ、Ｃｕなどが含有または添加されていて
も、本発明の効果が損なわれるものではない。次いでめっき表面に平坦部を形成する。そ
の際、平坦部の面積率を前記で説明した範囲にする。平坦部を形成する方法は特に限定さ
れない。例えば、調質圧延によってめっき表面に平坦部を形成できる。その際、圧延条件
を調整し、平坦部の面積率を前記で説明した範囲にする。
【００６１】
次いで、めっき表面の平坦部に前記した微細凹凸を形成する。この方法は特に規定するも
のではないが、機械的あるいは化学的なエッチングなどを用いて微細凹凸を形成する方法
が一例としてあげられる。また、物理的、化学的な反応を利用してめっき表面にＦｅ－Ｚ
ｎ合金とは異なる物質を付与することにより微細凹凸を形成する方法もある。Ｚｎまたは
ＺｎとＦｅ及び／又はＡｌを含む酸化物及び／又は水酸化物からなる微細凹凸の場合、酸
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化剤含有の水溶液への浸漬や同水溶液の吹き付けによる方法、あるいは酸化剤含有の水溶
液中での陰極電解処理及び陽極電解処理などの方法、温水浸漬や水蒸気吹き付けなどの方
法を一例として採用することができる。また、これらの処理を２つ以上組み合わせること
もできる。
【００６２】
なお、本発明において、ＺｎまたはＺｎとＦｅ及び／又はＡｌを含む酸化物及び／又は水
酸化物からなる微細凹凸、及び／あるいは下層酸化物及び／又は水酸化物には、Ｚｎ、Ｆ
ｅ、Ａｌ以外にめっき皮膜に含有または添加されているＺｎ、Ｆｅ、Ａｌ以外の成分や微
細凹凸やその下層を形成する処理液などに含まれるＰ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｆ、Ｓ
、Ｃｌ、Ｃ、Ｎ、Ｂ、Ｎａ、ＭｎあるいはＳｉなどが不可避的に取り込まれていてもよい
。このような場合でも、本発明のプレス成形性改善効果が損なわれることはない。
【００６３】
【実施例】
次に、本発明を実施例により説明する。
（実施例１）
板厚０．８ｍｍの冷延鋼板上に、常法の合金化溶融亜鉛めっき法によりめっき皮膜を４５
～６０ｇ／ｍ２ 形成し、更に調質圧延を行った（一部は行っていない）。この際、調質圧
延の圧下荷重を変化させることで、表面における平坦部の面積率を変化させた。次に、ｐ
Ｈ１２．５の水酸化ナトリウム水溶液中に浸漬し、合金化処理時の加熱により生成した酸
化物層を除去した（以下、アルカリ処理）。表層におけるＡｌの量をこの処理時間により
調整した。引き続き、平坦部にＺｎまたはＺｎとＦｅ及び／又はＡｌを含む酸化物及び／
又は水酸化物からなる微細凹凸を形成するために次の処理を行った。なお、平坦部におけ
る微細凹凸が存在する面積率は３０％以上であるように調整した。一部の試験材はここで
述べた処理を行っていない。
【００６４】
上記合金化溶融めっき鋼板を酢酸ソーダ水溶液（ｐＨ＝１．５～２．５）に浸漬し、さら
に浸漬後，液が付着した状態で放置することにより表面に前記成分からなる微細凹凸を形
成する。溶液のｐＨ、温度、放置時間、および放置温度を変化させることにより、微細凹
凸の形状、粗さ、酸化物及び／又は水酸化物の層の厚さを制御した。
【００６５】
次いで、以上の様に作製した供試体について、めっき皮膜中のＦｅ含有率、平坦部微細凹
凸部の形状、粗さ計測、酸化物及び／又は水酸化物の層の平均厚さ、平坦部の面積率の測
定及び摩擦係数測定を行なった。微細凹凸の形状は、電界放射型の走査電子顕微鏡（ＦＥ
－ＳＥＭ）を用いて観察した。
【００６６】
また、比較のために、調質圧延、アルカリ処理、突起物形成処理の何れも施してない合金
化亜鉛めっき鋼板を作製（試験材Ｎｏ．１）し、同様の調査を行った。
【００６７】
（１）微細凹凸部の粗さ計測
電子線三次元粗さ解析装置（エリオニクス社製ＥＲＡ－８８００ＦＥ）を用いた。測定は
加速電圧５ｋＶ、ＷＤ１５ｍｍにて行い、測定時の面内方向のサンプリング間隔は１～５
ｎｍとした。平坦部の酸化膜が厚い試料については、電子線照射による帯電を避けるため
金蒸着を施した。平坦部一箇所当たり電子線の走査方向およびそれと垂直方向から長さ３
μｍ程度の５００本以上の粗さ曲線を切出し、微細凸部の単位長さ当たりの個数、および
平均の高さを計測した。測定した平坦部は一試料当たり１０箇所である。
【００６８】
上記の粗さ曲線から装置に付属の解析ソフトウエアを用いて、粗さ曲線の凹凸の平均間隔
（Ｓｍ ）、スキューネス（Ｓｋ ）などの表面粗さパラメーターを計算した。電子線を試料
表面に照射するとカーボン主体のコンタミネーションが成長し、それが測定データに現れ
る場合がある。この影響は今回のように測定領域が小さい場合顕著になりやすい。そこで
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データ解析に当たっては、測定方向の長さ（２～３μｍ）の半分をカットオフ波長とする
Ｓｐｌｉｎｅハイパーフィルターをかけて、この影響を除去した。本装置の較正には、米
国の国立研究機関ＮＩＳＴにトレーサブルなＶＬＳＩスタンダード社のＳＨＳ薄膜段差ス
タンダード（段差１８ｎｍ、８８ｎｍ、４５０ｎｍ）を用いた。なお、一部の試料につい
ては、微細凸部の数については（２）の走査型電子顕微鏡を用いて、高さについては透過
電子顕微鏡による断面観察を用いてクロスチェックを行った。
【００６９】
（２）酸化物層の厚さ測定
走査型オージェ電子顕微鏡を用い、Ａｒ＋ イオンスパッタリングを併用して表面（平坦部
がある場合は平坦部）の深さ方向分析を行なうことで、酸化物及び／又は水酸化物の層の
厚さを測定した。酸化物または水酸化物に起因するＯの含有率は、ある深さで最大値とな
った後、減少し一定となる。このとき、Ｏの含有率が、最大値より長いスパッタ時間で、
最大値と一定値との和の１／２となるスパッタ時間を、厚さに換算して酸化物層の厚さと
した。スパッタ時間から酸化物及び／又は水酸化物の層の厚さへの換算は、膜厚既知のＳ
ｉＯ２ 膜を測定して求めたスパッタレートにより行なった。
【００７０】
（３）プレス成形性評価試験「摩擦係数測定試験」
プレス成形性を評価するために、各供試体の摩擦係数を、以下のようにして測定した。
【００７１】
図６は、摩擦係数測定装置を示す概略正面図である。同図に示すように、供試体から採取
した摩擦係数測定用試料１が試料台２に固定され、試料台２は、水平移動可能なスライド
テーブル３の上面に固定されている。スライドテーブル３の下面には、これに接したロー
ラ４を有する上下動可能なスライドテーブル支持台５が設けられ、これを押上げることに
より、ビード６による摩擦係数測定用試料１への押付荷重Ｎを測定するための第１ロード
セル７が、スライドテーブル支持台５に取付けられている。上記押付力を作用させた状態
でスライドテーブル３を水平方向へ移動させるための摺動抵抗力Ｆを測定するための第２
ロードセル８が、スライドテーブル３の一方の端部に取付けられている。なお、潤滑油と
して、日本パーカライジング社製ノックスラスト５５０ＨＮを試料１の表面に塗布して試
験を行った。
【００７２】
図７および図８は、使用したビードの形状・寸法を示す概略斜視図である。ビード６の下
面が試料１の表面に押しつけられた状態で摺動する。図７に示すビード６の形状は、幅１
０ｍｍ、試料の摺動方向長さ１２ｍｍ、摺動方向両端の下部は曲率４．５ｍｍＲの曲面で
構成され、試料が押付けられるビード下面は幅１０ｍｍ、摺動方向長さ３ｍｍの平面を有
する。図８に示すビード６の形状は、幅１０ｍｍ、試料の摺動方向長さ６９ｍｍ、摺動方
向両端の下部は曲率４．５ｍｍＲの曲面で構成され、試料が押付けられるビード下面は幅
１０ｍｍ、摺動方向長さ６０ｍｍの平面を有する。
【００７３】
摩擦係数測定試験は、以下に示す２条件で行った。
［条件１］図７に示すビードを用い、押付荷重Ｎ：４００ｋｇｆ、試料の引き抜き速度（
スライドテーブル３の水平移動速度）：１００ｃｍ／ｍｉｎとした。この時、評価は、摩
擦係数により行ない、◎：０．１４０未満、○：０．１４０以上、０．１６０未満、△：
０．１６０以上、０．１７０未満、×：０．１７０以上、とした。供試体とビードとの間
の摩擦係数μは、式：μ＝Ｆ／Ｎで算出した。
【００７４】
［条件２］図８に示すビードを用い、押付荷重Ｎ：４００ｋｇｆ、試料の引き抜き速度：
２０ｃｍ／ｍｉｎとした。この時、評価は、摩擦係数により行ない、◎：０．１９０未満
、○：０．１９０以上、０．２１０未満、△：０．２１０以上、０．２３０未満、×：０
．２３０以上、とした。
供試体とビードとの間の摩擦係数μは、式：μ＝Ｆ／Ｎで算出した。
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【００７５】
試験結果を表１に示す。
【００７６】
【表１】
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【００７７】
この試験結果から、表面平坦部に微細凹凸がある本発明例 は、平坦部のない
比較例１、平坦部があっても平坦部に微細凹凸のない比較例２、３に比べて、摩擦係数が
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低減していることがわかる。
【００７８】

細凹凸の粗さ曲線の凹凸の平均間隔Ｓ m、スキューネスＳ kが本発明範囲内にある
は、平均間隔Ｓ m、スキューネスＳ kが本発明範囲を外れる

に比べて、摩擦係数がより低く、摺動抵抗低減効果がより優れる。
【００７９】

を比較すると、スキューネスＳ kは０以下である方が
有利であることがわかる。平均間隔Ｓ m、スキューネスＳ kが本発明範囲内にあり、平坦部
表面に酸化膜を１０ｎｍ以上形成した は、より低
い摩擦係数である。前記の内、スキューネスＳ kが０以下の

では、摩擦係数がさらに低く、特に良好な摺動特性が得られている。
【００８０】
また、微細凹凸の形状が網目状構造の本発明例が低い摩擦係数を有することがわかる。
【００８１】
また、本発明例ではめっき皮膜中の鉄濃度の大小に係わらず低い摩擦係数が得られている
ことがわかる。従って、本発明 めっき皮膜中の鉄濃度に限定されるものではないことが
わかる。
【００８２】
なお、めっき皮膜の密着性（耐パウダリング性）をドロビード試験により調査したが、本
発明例はいずれも耐パウダリング性が良好であり、摺動性の向上によりパウダリング性が
低下することはなかった。
【００８３】
（ ）
板厚０．８ｍｍの冷延鋼板上に、常法の合金化溶融亜鉛めっき法により、Ａｌを添加した
亜鉛めっき浴でめっき、合金化処理して、めっき付着量６０ｇ／ｍ 2、所定のＦｅ濃度の
めっき皮膜を形成し、更に調質圧延を行った。この際、調質圧延の圧下荷重を変化させる
ことで、表面における平坦部の面積率を変化させた。次に、ｐＨ１２．０の水酸化ナトリ
ウム水溶液中に浸漬し、合金化処理時の加熱により生成した酸化物層を除去した（以下、
アルカリ処理）。めっき表層におけるＡｌの有無はこの処理時間により調整した。
【００８４】
引き続き、平坦部の表層にＺｎ又はＺｎとＡｌの酸化物及び／又は水酸化物からなる連続
被覆層とその上の粒状突起物を形成するために次の２種類の処理を行った。
【００８５】
［形成方法Ａ］　上記合金化溶融めっき鋼板をｐＨ２．５、浴温５５℃の硫酸酸性の過酸
化水素水溶液中に浸漬し、連続被覆層と粒状突起物からなる微細凹凸を形成した。ここで
、濃度を種々の所定値に変化させて、粒状突起物の大きさと面積率、および酸化物層の厚
さ（連続被覆層とその上の粒状突起物を合わせた厚さ）を調整した。
【００８６】
［形成方法Ｂ］　上記合金化溶融めっき鋼板をｐＨ２．５、浴温５５℃の硫酸酸性の硝酸
ナトリウム水溶液中に浸漬し、陰極電解することで、連続被覆層と粒状突起物からなる微
細凹凸を形成した。ここで、通電時間及び電流密度を変化させて、粒状突起物の大きさと
面積率、および酸化物層の厚さを調整した。
【００８７】
次いで、以上の様に作製した供試体（試験材Ｎｏ．２～１１）について、粒状突起物の大
きさ、酸化物層の平均厚さ、平坦部の面積率の測定及びプレス成形性試験を行なった。粒
状突起物の大きさ、酸化物層の平均厚さの測定、プレス成形性試験は以下のようにして行
った。
【００８８】
また、比較のために、調質圧延、アルカリ処理、突起物形成処理の何れも施してない合金
化亜鉛めっき鋼板を作製（試験材Ｎｏ．１）し、同様の調査を行った。
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【００８９】
（１）粒状突起物の大きさ測定
走査型電子顕微鏡（日立製作所製Ｓ－４０００）および原子間力顕微鏡（Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ社製Ｎａｎｏｓｃｏｐｅ２）を用いて、粒状突起物の大きさ（直
径と高さ）を測定した。なお、粒径は、粒面積を求め、面積が等価の円の直径から求めた
。粒状突起物の高さについては、平坦部に形成された連続被覆層表面（粒状突起物のない
場所）を基準としてその高さを求めた。
【００９０】
（２）酸化物層の厚さ測定
実施例１と同様の方法で行った。
【００９１】
（３）プレス成形性評価試験
摩擦係数測定試験は、以下に示す２条件で行い、供試体とビードとの間の摩擦係数μは、
式μ＝Ｆ／Ｎで算出した。
［条件１］図７に示すビードを用い、押付荷重Ｎ：４００ｋｇｆ、試料の引き抜き速度（
スライドテーブル３の水平移動速度）：１００ｃｍ／ｍｉｎとした。この時、評価は、摩
擦係数により行ない、◎：０．１３５未満、○：０．１３５以上、０．１５０未満、△：
０．１５０以上、０．１６０未満、×：０．１６０以上、とした。
【００９２】
［条件２］図８に示すビードを用い、押付荷重Ｎ：４００ｋｇｆ、試料の引き抜き速度：
２０ｃｍ／ｍｉｎとした。この時、評価は、摩擦係数により行ない、◎：０．１８０未満
、○：０．１８０以上、０．２００未満、△：０．２００以上、０．２３０未満、×：０
．２３０以上、とした。
【００９３】
試験結果を表２に示す。
【００９４】
【表２】
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【００９５】
この試験結果から、下記事項が明らかである。
（１）比較例１は、調質圧延が施されていないため、平坦部がなく、摩擦係数が高い。
（２）比較例２は、微細な粒状突起物がないため、摩擦係数が高い。
（３） １～９は、本発明範囲を満足する粒状突起物が形成されているため、比較例
に比べて摩擦係数が低く、摺動性が改善されている。本発明例において、平坦部に形成さ
れたＺｎ又はＺｎとＡｌの酸化物層の膜厚が１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下又は平坦部の面
積率が２０％以上、８０％以下の範囲内である場合（ ２～５）に摩擦係数がより低
く摺動性がより改善され、酸化物層の膜厚が１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下で平坦部の面積
率が２０％以上、８０％以下の場合（ ６～９）に摩擦係数が更に低く摺動性が更に
改善されている。
【００９６】
【発明の効果】
本発明の合金化溶融亜鉛めっき鋼板はプレス成形時の摺動抵抗が小さく、安定して優れた
プレス成形性が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】合金化溶融亜鉛めっき鋼板のめっき表面の走査型二次電子顕微鏡写真である。
【図２】スキューネス（Ｓｋ ）と表面形状との関係を模式的に示す図であって、（ａ）は
Ｓｋ ＜０、（ｂ）はＳｋ ＞０の状態を示している。
【図３】合金化溶融亜鉛めっき鋼板のめっき表面の平坦部表層の網目状構造の微細凹凸の
例を示す走査型二次電子顕微鏡写真である。
【図４】合金化溶融亜鉛めっき鋼板のめっき表面の平坦部表層の微細な粒状突起物を示す
走査型二次電子顕微鏡写真である。
【図５】調質圧延を施したままの合金化溶融亜鉛めっき鋼板のめっき表面の平坦部を示す
走査型二次電子顕微鏡写真である。
【図６】摩擦係数測定装置を示す概略正面図である。
【図７】図６中のビード形状・寸法を示す概略斜視図である。
【図８】図６中の別のビード形状・寸法を示す概略斜視図である。
【符号の説明】
１　摩擦係数測定用試料
２　試料台
３　スライドテーブル
４　ローラ
５　スライドテーブル支持台
６　ビード
７　第１ロードセル
８　第２ロードセル
９　レール
Ｎ　押付荷重
Ｆ　摺動抵抗力
Ｐ　引張荷重
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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